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※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。

　
中
山
町
「
や
っ
て
み
っ
べ
」
活
動
支
援
補

助
金
を
活
用
し
た
事
業
を
募
集
し
ま
す
。

　
こ
の
補
助
金
は
町
民
の
皆
さ
ん
が
自
主
的

に
行
う
公
益
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
と
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
も
の
で
す
。

　

補
助
金
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
が
、

詳
細
は
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
募
集

要
項
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

ほ
か
、
総
務
企
画
課
企
画
財
政
Ｇ
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。

●
補
助
対
象
事
業　
町
民
の
皆
さ
ん
が
町
内

で
自
主
的
に
行
う
公
益
活
動
で
、
平
成
２８

年
３
月
３１
日
ま
で
に
終
了
す
る
事
業
が
対

象
で
す
。

　
（
例
）
清
掃
や
花
い
っ
ぱ
い
な
ど
の
環
境

美
化
活
動
、
町
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ

な
が
る
イ
ベ
ン
ト
開
催
な
ど

●
補
助
対
象
者　
中
山
町
を
活
動
拠
点
と
す

る
（
ま
た
は
活
動
範
囲
に
含
む
）
３
人
以

上
で
構
成
さ
れ
る
団
体
が
補
助
対
象
で

す
。

●
補
助
金
額
・
補
助
率　
補
助
金
額
の
上
限

は
１
年
目
が
３０
万
円
、
２
年
目
が
２５
万
円

で
、
補
助
率
は
補
助
対
象
経
費
の
１０
／
１０

で
す
。

●
補
助
金
交
付
の
決
定　

中
山
町
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化
促
進
委
員
会
で
の
審

査
を
経
て
、町
長
が
決
定
し
ま
す
。
な
お
、

審
査
会
で
は
申
請
団
体
か
ら
直
接
事
業
内

容
を
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
審
査

会
は
3
月
１５
日
開
催
予
定
）。

●
申
請
受
付
期
間　
３
月
５
日
（
木
）
ま
で

（
第
一
次
締
切
）

　

中
山
町
「
や
っ
て
み
っ
べ
」

活
動
支
援
補
助
金
を
活
用

し
た
事
業
を
募
集
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

 

総
務
企
画
課
企
画
財
政
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
４
２
７
１

　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
し
て
深
い
関
心
を
持
ち
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
と
熱
意
で
ス
ポ
ー
ツ
の

実
技
指
導
及
び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
指
導
・

助
言
が
で
き
る
方
、
町
民
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

に
関
し
て
興
味
の
あ
る
方
を
「
中
山
町
ス

ポ
ー
ツ
推
進
委
員
」
と
し
て
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
人
員　
若
干
名

●
任
期　
平
成
２７
年
４
月
１
日
～
平
成
２８
年

３
月
３１
日
ま
で
の
１
年
間

●
応
募
資
格　
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

す
方　
①
町
内
在
住
の
２０
歳
～
５０
歳
ま
で

の
方
（
平
成
２７
年
４
月
１
日
現
在
）　

②

ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
、
企
画
・
指
導
・
助

言
が
で
き
る
熱
意
と
能
力
を
有
す
る
方　

③
町
民
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進
に
係
る
事
業
及

　

中
山
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委

員
を
募
集
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

 

教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
２
８
９

び
会
議
（
主
に
夜
間
や
土
日
）
に
出
席
・

協
力
で
き
る
方

●
応
募
方
法　
応
募
申
込
用
紙
を
教
育
課
生

涯
学
習
Ｇ
（
中
央
公
民
館
窓
口
）
で
受
け

取
り
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
持
参

ま
た
は
、
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
募
集
期
間　
２
月
１５
日
（
日
）
～
３
月
２

日
（
月
）
の
午
前
９
時
～
午
後
８
時

　

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

 

選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　
農
家
の
皆
さ
ん
か
ら
提
出
し
て
い
た
だ
い

た
「
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
調
製
の

た
め
の
申
請
書
」
に
基
づ
い
て
調
製
し
た
農

業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿
を
、
次
の
と

お
り
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。　

●
期
間　
２
月
２３
日（
月
）～
３
月
９
日（
月
）

●
時
間　
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時

●
場
所　
役
場
２
階
選
挙
管
理
委
員
会

※
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿
は
一
般

の
選
挙
の
選
挙
人
名
簿
と
は
異
な
り
、
農

家
の
皆
さ
ん
か
ら
の
登
録
申
請
に
基
づ
き

農
業
委
員
会
お
よ
び
選
挙
管
理
委
員
会
で

審
査
し
て
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
が
登

録
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
選
挙
人
名

簿
へ
の
登
録
申
請
を
し
な
い
で
、
か
つ
３

月
９
日
ま
で
に
異
議
の
申
し
出
が
な
い
場

合
は
、
た
と
え
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
要

件
を
満
た
す
方
で
あ
っ
て
も
、
名
簿
に
登

録
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
名
簿
に

登
録
さ
れ
な
い
場
合
は
、
平
成
２７
年
度
中

に
中
山
町
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
が
行
わ

れ
た
際
に
、
投
票
し
た
り
、
委
員
に
立
候

補
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

『だんご木市』を開催します
●日時　３月４日（水）
　　　　午前９時～午後４時
　　　　�（悪天候の場合終了時間が早まること

があります）
●場所　上町通り

　まつりふるまい鍋・甘酒の振舞いと

　　　　　　　　　　お楽しみ抽選会

◆だんご木市会場内であつあつお鍋と甘酒を振
舞います！

　午前１１時３０分～
　村山お祭り商業協議会の「まつりふるまい鍋」
◆空くじなしのお楽しみ抽選会も開催します！
◆その他、オリジナルミニだんご木の展示も行
います！

　主催　中山町観光協会

※お問い合わせ先
　　�　中山町商工会　☎６６２－２２０７

中山町災害互助会費の納入について
　中山町災害互助会では、各地区区長に平成２７年度分会費の納入を依頼していますので、各家庭等を
訪問の際にはご協力よろしくお願いします。
◆互助会費　１戸当たり２００円（生活保護世帯は免除）
◆納入期限　３月２０日（金）まで
◆制度概要

目　　的 町内の家屋が火災にあい損害を受けたときに見舞金を支給し、合わせて災害見舞等
の廃止を促し、生活の簡素化を進めます

組　　織 町内に居住する全世帯と中山町災害互助会の趣旨に賛同するものをもって組織

期　　間 ４月１日～翌年3月３１日までの１年間

見舞金額
住宅が全焼の場合・・・・・・・・・・・・・・最高額５０万円
倉庫、作業所等が全焼の場合・・・・・・・・・最高額２０万円
　　　　　※部分的な被害の場合には、その程度により額を決定します。

加入基準
の例示

①同一世帯で一戸建ての普通住宅・・・・・・・１戸の加入
②世帯分離している一戸建ての普通住宅・・・・１戸の加入
③同一敷地内に普通住宅と作業小屋・・・・・・１戸の加入
④同一敷地内に名義が異なる複数の普通住宅・・名義人毎に加入
⑤敷地を別にしている普通住宅・・・・・・・・それぞれ加入
⑥町民が町内に所有し、夜間・日曜祝祭日等に無人となる事業所（工場・事務所）・・それぞれ加入
⑦借家・アパートの住人・・・・・・・・・・・世帯毎に加入
　※アパート等の経営者は、加入不可
※お問い合わせ先　総務企画課情報防災Ｇ　☎６６２－４８９９

今 月 の 納 税 等

●固定資産税　４期　●国民健康保険税　　８期
●介護保険料　８期　●後期高齢者医療保険料　８期

納期限　３月２日（月）

※税額に変更のある方については２月１３日（金）に変更の通知を発送し
ます。お手元に届いた方は内容をご確認のうえ納付してください。
※お問い合わせ先　住民税務課税務Ｇ　☎６６２－２１１２

●公共下水道受益者負担金　３期
※お問い合わせ先　建設課下水道管財Ｇ　☎６６２－２１１５
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